
日時：2023年11月19日（日）
　　　10:00～12:00まで
　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　

9:30  開場

10:00〜11:00 
   国境なき医師団講演

11:00〜11:30
   他団体のご紹介

11:30〜12:00   
  弁護⼠による遺贈の解説

12:00 閉会

　

 この社会には、様々な社会問題によって苦しんでいる人がいますが、これらの課題を解決するために
日々活動している人や団体も多くいます。これらの活動に直接参加できなくても、あなたの財産を通じ
て支援してみませんか。
国境なき医師団からは、戦時のルールと言われる人道法や医師団の活動についてご講演頂きます。この
他にも人権や平和の課題に取り組んでいる複数の団体をご紹介します。
相続人がいてもいなくても、一部の遺贈も可能です。将来の「争続」を予防し、あなたの希望に沿って
遺産を活用できるよう、弁護士からの解説も致します。ぜひお気軽にご参加ください。 

�あなたのバトンつなげます！
～ 寄付・遺贈のススメ ～

▶講師
国境なき医師団日本  アドボカシー・医療渉外チーム　渉外担当シニアオフィサー
堀越 芳乃（ほりこし よしの）さん
▶講師プロフィール
大学院卒業後、南米ガイアナの国連機関に勤務の後、NGOにて緊急支援、難民支援、地雷対策に
携わる。2014年より現職。日本の政府機関や他の援助機関、学術機関などとの協議や関係構築、
「人道援助コングレス東京」の開催等を担う。

会場：神奈川県弁護士会5階
　　　　横浜市中区日本大通9番地
　【会場地図】

第11回人権シンポ in かながわ

⼊場無料
定員100名
（�先着順）

主催：神奈川県弁護士会
　　　TEL:045-211-7702 （平日9時00分~17時00分） https://www.kanaben.or.jp/
共催：日本弁護士連合会（予定）

タイムスケジュール

　【講演】難民キャンプや紛争下での国境なき医師団の活動について


